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第２２期第１２回留萌海区漁業調整委員会議事録

１ 開催日時 令和５年６月８日（木） １４時００分から

２ 開催場所 はぼろ温泉サンセットプラザ ２階大ホール

３ 議事事項

議案第１号

制限措置の内容及び申請すべき期間について（答申）

（いるか突棒漁業（道外者））

議案第２号

制限措置の内容及び申請すべき期間について（答申）

（かにかご漁業（ずわいがに）（日本海北部海域））

議案第３号

北海道水産資源管理方針の一部改正について（答申）

議案第４号

特定水産資源に関する令和５管理年度における漁獲可能量の当初配分案等について

（答申）

議案第５号

定置漁業権漁場計画に係る公聴会開催日程について

４ 報告事項

くろまぐろに関する令和４及び令和５管理年度における知事管理漁獲可能量の変更に

ついて

５ その他

６ 出 席 者

委 員：今 委員、山田委員、蝦名委員、加藤委員、髙松委員、祐川委員、

石垣委員、前山委員、千葉委員、相内委員、太田委員

留萌振興局：神﨑水産課長、沼田漁業管理係長、小野寺技師、吉中技師

留萌海区漁業調整委員会：三上事務局長、大川主任

７ 議事録署名委員：石田委員、前山委員
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８ 会議の顛末

三上局長： これより第２２期第１２回留萌海区漁業調整委員会を開催します。開催に

あたり、今会長からご挨拶を申し上げます。

議 長： 海区漁業調整委員会の開催にあたりまして、一言ご挨拶申し上げます。

委員の皆様には、何かとご多用のところ、ご出席をいただき、誠にありがとう

ございます。また、振興局からは、神﨑水産課長をはじめ、職員の方にご臨席

いただき、厚くお礼申し上げます。また、本年は知事選挙の年であり、道は６月

が人事異動となりました。新しく異動となりました職員の皆様、どうぞよろしく

お願いします。さて今年も早いもので、６月を迎えており、まもなく折り返し

というところであります。本年前半の留萌管内における漁業の状況でございま

すが、春先の主要魚種として、定着してまいりましたニシンについては、漁期

前半は若干伸び悩んだものの、後半に大きく盛り返し、豊漁だった昨年と同程

度の漁獲とのことでございます。また、ホタテの稚貝出荷につきましては、時

化が多く、出荷作業が例年よりも遅れたものの、先週無事に終了したとのこと

でございます。皆様ご存じのとおり、今年はオホ－ツク管内で、ホタテ稚貝の

大量へい死が発生し、現地では稚貝の確保が懸念されていたところ、留萌管内

各地から、追加で稚貝を供給されたとのことでありまして、関係者皆様のご尽

力に深く敬意を表する次第でございます。さて、本日は議題が５件と、報告事

項1件を予定しております。円滑な議事運営に努めて参りたいと考えておりま

すので、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。結びになりますが、ご出

席の皆様のますますのご健勝、ご多幸を祈念し、簡単ですが挨拶といたします。

三上局長： 今会長、ありがとうございました。次に本日のご出席いただいている来賓

を紹介します。留萌振興局、神崎水産課長です。

神﨑課長： 神﨑です。よろしくお願いいたします。

三上局長： そのお隣ですが、会長のご挨拶にもありましたが、人事異動により、新たに

漁業管理係長として、着任されました沼田漁業管理係長です。

沼田係長： 沼田です。よろしくお願いいたします。

三上局長： 後ろの席となりますが、同じく人事異動により、着任されました小野寺技師

です。

小野寺技師： 小野寺です。よろしくお願いいたします。

三上局長： そのお隣ですが吉中技師です。
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吉中技師： 吉中です。よろしくお願いいたします。

三上局長： それでは今会長を議長とし、会議を進めさせて参ります。今会長よろしく

お願いします。

議 長： それでは議事に入る前に、人員報告をいたします。本日は、定員１4名の

うち、11名の委員が出席となり、過半数に達していますので委員会は成立い

たします。次に議事録署名委員の選出ですが、委員会規程第７条により私か

ら指名させて頂きます。本日の議事録署名委員は、石田委員と前山委員にお

願いいたします。それでは、議事に入らせて頂きます。それでは、議事に入

らせて頂きます。議案第１号及び第２号を上程します。議案第１号及び第２

号の「制限措置の内容及び申請すべき期限等について」は関連する内容です

ので、一括で説明させていただきます。事務局から説明願います。

三上局長： 議案第１号及び第２号について、併せて説明いたします。まず議案第１号

について、お手元の議案第１号資料の１ページをご覧ください。議案第１号

の、いるか突棒漁業（道外者）について知事から当委員会への諮問文は、こ

ちら令和５年４月２１日付け漁管第１９１号通知のとおりでございます。知

事許可漁業は、漁業法により、操業区域や許可等すべき船舶の数等の制限措

置を定めまして、この制限措置とともに申請期間などを公示した上で許可を

するこことなっております。この「制限措置」、「申請期間」などを定めると

きには、関係する海区漁業調整委員会の意見を聴くこととされております。

こちらは管内居住者の操業ではありませんが、操業海域に管内沖合海域も含

まれておりますことから諮問があったものでございます。また、この漁業は

１年許可の漁業で、昨年の６月にも同様に諮問があり、委員会を開催して答

申を行ったところでございます。資料をおめくりいただきまして、３ページ

をご覧ください。こちらに、前回の公示との相違点をまとめております。な

お左のさんま棒受け網漁業は、宗谷、網走海区のみの諮問であります。右の

いるか突棒漁業（北海道沖合海域、道外者）でありますが、前回の公示は、

昨年の７月１日です。以下制限措置として公示する６項目、漁業種類、操業

区域、漁業時期などでありますが、記載のとおり変更なしでございます。お

めくりいただきまして、５ページ、折り込んでいる資料となりますが、こち

らが公示案でございます。繰り返しとなりますが、前回公示から今回公示案

で特段の変更はありません。なお参考資料として、６ペ－ジに当該漁業に係

る許可等に関する制限措置等の取扱いなどを添付しておりますので、後ほど

お目通しいただければと思います。以上で議案第１号の説明を終わります。

引き続き、議案第２号について説明致します。議案第２号資料の表紙をお

めくりいたこちら令和５年６月５日付け漁管第６０９号通知のとおりでござ

います。漁業名は、かにかご漁業（ずわいがに）（日本海北部海域）であり

ます。こちらも管内居住者の操業ではありませんが、操業海域に管内沖合海
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域も含まれておりますことから諮問があったものでございます。１枚おめく

りいただきまして、２ページに、折り込んでいる資料となりますが、公示案

を添付しております。制限措置の（１）漁業種類から（６）漁業を営む者の

資格まで、現行の内容から変わっておりません。備考欄の１の許可の有効期

間、２の起業の認可の有効期間につきましては、年のみ変更となっておりま

す。４の許可に当たっての条件も特に変更ありません。なお、参考資料とし

て資料３ペ－ジから、本漁業の許可等に関する制限措置等の取扱いを添付し

ております。後ほどお目通し願います。以上で議案第１号及び第２号の説明

を終わります。ご審議のほどよろしくお願いします。

議 長： ただいま説明の、議案第１号及び第２号について、ご意見、ご質問はあり

ませんか。

蝦名委員： かにかご漁業の告示案の許可すべき船舶の隻数ですが３隻となっておりま

すが、３隻とも実績があるのでしょうか。許可すべき隻数の設定については

実績の有無での設定だったと思います。当組合のえびかご漁業の大型船が、

沖合でかにかごの漁具がひっかかってしまい困ると言うことを話していまし

た。振興局を通じて関係漁協に聞いた際に２隻しか実績がないような話でし

た。許可すべき隻数の設定については、枠だけを確保するために実績がない

にも関わらず３隻で告示しているのでしょうか。北海道の方ではどのような

考え方で許可すべき隻数を設定しているのでしょうか。３隻で実績があれば

それでいいのですが、１隻分が実績がないのにも関わらず、３隻で告示して

いるのだとしたら、どのような整理で告示する隻数を設定しているのでしょ

うか。

三上局長： 確認して後日お知らせします。

議 長： 他にご意見、ご質問はありませんか。

委 員： （ありませんの声）

議 長： ご意見がなければ、議案第１号及び第２号の「制限措置の内容及び申請す

べき期限等について」は、異議がないものと認め、その旨、知事に答申する

こととして宜しいですか。

委 員： （異議なしの声）

議 長： それでは、そのように答申することを決定します。次に、議案第３号及び

第４号を上程します。議案第３号の「北海道資源管理方針の一部改正につい

て」及び第４号の「特定水産資源に関する令和５管理年度における漁獲可能
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量の当初配分案等について」は関連する内容ですので、一括で説明させてい

ただきます。事務局から説明願います。

三上局長： それでは、関連する内容となっておりますので、議案第３号「北海道資源

管理方針の一部改正について」及び第４号「特定水産資源に関する令和５管

理年度における漁獲可能量の当初配分案等について」北海道知事より諮問が

ありましたので、資料に基づき説明いたします。まず議案第３号資料の表紙

をおめくりいただきまして、「北海道資源管理方針の一部改正」諮問文をご

覧ください。漁業法第１４条第９項の規定により、北海道資源管理方針を別

紙のとおり改正したいので、同条第１０項において準用する同条第４項の規

定に基づき、当委員会の意見を聴くものです。おめくりいただきまして、裏

面となります。こちらから、ページ数をつけておりまして、１ぺ－ジとなり

ます。別紙１として北海道資源管理方針の新旧対照表をお示ししております。

右が現行の方針、左が改正案となっております。今回変更がある部分につい

ては、朱書きで下線を引いた部分となっております。今回の主な改正内容は、

議案第３号資料の後ろから２枚目、ページは２８ページとなります。「資料

１－１ 北海道資源管理方針の一部改正に係る改正内容について」にまとめ

られております。こちらとさきほどの別紙１の新旧対照表を併せてご覧いた

だければと思います。今回の改正内容は大きく分けて資料１－１の（１）と

（２）にお示しする２点となります。まず一点目（１）ですが、さんまの配

分基準に係る規定の追加であります。さんまの配分の基準につきまして、他

都府県又は大臣管理区分との間における配分量の融通及び国の留保からの追

加配分等に伴い、本道に配分された数量に変更が生じる場合には、全量を北

海道さんま漁業管理区分から加除する旨の規定を追加するものです。新旧対

照表では、１ページ目の下の方から２ページにかけての部分となります。続

きまして、二点目としては資料１－１の（２）にありますとおり、道資源管

理方針の別紙３の追加です。国が進める改正漁業法に基づく新たな資源管理

では、漁業者による自主的な資源管理は、令和５年度末までの間に、現行の

資源管理計画から改正漁業法に基づく認定協定へと移行していくこととなり

ます。この認定協定への参加は漁業収入安定対策やセーフティネット事業等

の要件となっておりまして、このため現行の資源管理計画を期日までにスム

ーズに協定に移行していく必要がありますが、協定を知事が認定するために

は、対象となる水産資源が北海道資源管理方針の別紙に位置づけられている

必要があります。このため、昨年１２月の一部改正で、まずは19資源を追加

したところですが、今回は、こちらに記載している残りの42資源について、

北海道資源管理方針の別紙３に追加するものであります。これで現行の資源

管理計画の対象となっている魚種は全て道方針に定められることとなります。

続きまして資料２９ぺ－ジ、資料１－２をご覧ください。少々文字が細かく

て恐縮でございますが、こちらに追加となる資源ごとの資源管理の方向性に

ついて、資源ごとに資源水準や動向、資源管理の方向性（案）を記載してお
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り、備考欄には資源評価の状況を記載しております。資源管理の方向性の基

本的な考え方は、資源が低位、低水準のものは、５年後2028年までに中位、

中水準以上に回復することとしています。また、中位、中水準以上の資源に

ついてはその資源水準を維持することを資源管理の方向性としております。

なお、備考欄で「資源評価なし」と記載されている資源については、水研や

道総研による資源評価が行われておらず、漁獲量の情報しか有していない資

源であることから、道総研の助言の元、直近の漁獲量の情報を元に暫定的に

資源水準の判定を行い、資源管理の方向性を定めております。これらについ

ては、漁獲努力量の減少や、時化など海況の影響など、漁獲量だけでは資源

水準を的確に判定できないことは十分承知しているうえで、今後、道総研の

協力を得て利用可能なデータが手元に揃ってきた段階で、改めて資源管理の

方向性を見直して参りたいとのことでありますので、年度内に円滑に協定に

移行するためご理解をお願いいたします。以上で議案第３号の説明を終わり

ます。続きまして、議案第４号「特定水産資源に関する令和５管理年度にお

ける漁獲可能量の当初配分案等について」でございます。議案第４号資料の

１ページとなりますが、諮問文をご覧ください。諮問の内容は、令和５管理

年度のマサバ及びゴマサバ太平洋系群及びズワイガニ各系群のＴＡＣに関し、

知事管理漁獲可能量の配分を定めるため、漁業法の規定に基づき当委員会の

意見を聴くものです。併せて、さきほどの議案第３号にも関連しますが、令

和５管理年度のさんまの知事管理漁獲可能量を変更するとともに、国の留保

からの追加配分等に伴う漁獲可能量の変更について、漁業法の規定に基づき、

当委員会の意見を聴くものです。まず、令和５管理年度のＴＡＣ及びその配

分について、ご説明いたします。資料の２ページ、３ページとなりますが、

諮問文の別紙１と別紙２に知事が定め、公表しようとする知事管理漁獲可能

量案をお示ししております。詳細につきましては、魚種ごとに順次説明して

参ります。資料５ページとなりますが、資料２－１ 「令和５年のＴＡＣに

ついて」をご覧願います。これは、４月24日に開催された「水産政策審議会

資源管理分科会」を経て国から示された、さば類とずわいがに に係る令和

５管理年度における漁獲可能量ＴＡＣの当初配分に基づき｢北海道｣に定めら

れた、数量の概要などを示したものです。まず、まさば及びごまさば太平洋

系群ですが、昨年よりも親魚量が増加したこともあり、今回、設定されたＴ

ＡＣは前年より1,000トン多い51万トンとなっております。令和５管理年

度のTAC配分については、日本全体の51万トンに対し大臣許可漁業主に大

中型まき網漁業に約29万トン、北海道へは数量が明示されない「現行水準」

として定められております。その下の、まさば対馬暖流系群及びごまさば東

シナ海系群については北海道への配分がないことから説明を割愛いたします。

次に、ずわいがにですが、北海道に関係するのは北海道西部系群とオホーツ

ク南部となっております。資源管理基本方針に定められた漁獲シナリオに従

い、北海道西部系群については平成９年以降の最大漁獲量を考慮し43トンが

設定され、全量の43トンが北海道に定められています。またオホーツク海南
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部については、近年の最大漁獲量を考慮し、1,000トンがＴＡＣとして設定

され、北海道には125トンが設定されています。続きまして、裏面となりま

すが、６ページ、資料２－２ 「令和５年のＴＡＣについて（変更分）」をご

覧願います。これは、４月24日に開催された「水産政策審議会 資源管理分

科会」を経て国から示された、さんまの令和５管理年度における漁獲可能量

ＴＡＣの変更に基づき｢北海道｣に定められた、数量の概要などを示したもの

です。さんまは国際交渉により我が国の漁獲可能量が定められており、令和

５年３月のＮＰＦＣ年次会合でさんまの保存管理措置が変更され、およそ２

５％の削減措置が合意されたことに伴い、国全体の漁獲可能量が約３万７千

トン減の118,131トンとなっております。なお、配分については、全さん

ま、道東小さんま、オホーツクサンマ協議会、岩手小さんまの４者による確

認書に基づき配分が行われていますが、昨年１１月に確認書の内容が改訂さ

れ、新たな内容に基づく配分となっており北海道に対しては4,800トンが配

分されています。次に、北海道に定められたＴＡＣの知事管理区分への配分

につきまして、まず、まさば及びごまさばに関し、７ページ、資料２－３を

ご覧ください。まさば及びごまさばについては、北海道は数量が明示されな

い「現行水準」と定められていることから、「北海道まさば及びごまさば太

平洋系群漁業」も「現行水準」として、数量を明示せず定めることとしてい

ます。なお、数量は明示されていませんが、国からは管理の目安の数量とし

て11,995トンが示されております。次にずわいがにに関し、８ページ、資

料２－４をご覧ください。配分の考え方ですが、①として、ずわいがににつ

いて国から北海道に数量を定められた系群は、「ずわいがに北海道西部系群」

と「ずわいがにオホーツク海南部」の２系群であり、それぞれ別に管理する

こととしています。②として、ずわいがに北海道西部系群については、北海

道資源管理方針において、「北海道ずわいがに北海道西部系群漁業」と「北

海道ずわいがに北海道西部系群を漁獲するその他漁業」の２つの管理区分に

分けて管理することとしており、配分に係る道の通知にしたがい、配分比率

は９：１としていることから、「北海道ずわいがに北海道西部系群漁業」に

は39トンを配分することとしています。なお、「北海道ずわいがに北海道西

部系群を漁獲するその他漁業」については、漁獲量が８割を構成する漁獲量

上位の知事管理区分には含まれないことから「現行水準」として管理するこ

ととしています。③として、ずわいがにオホーツク海南部については、知事

管理区分が一つであり「北海道ずわいがにオホーツク海南部漁業」に125ト

ン全量を配分することとしています。次にさんまの道内配分については、９

ページ、資料２－５をご覧ください。配分の考え方ですが、まず国から配分

された数量を、知事許可漁業である、さんま棒受け網及び流し網を対象とす

る「北海道さんま漁業」の管理区分とそれ以外の「その他漁業」の管理区分

で管理し、さんま漁業については数量を配分して管理することとし、その他

漁業については現行水準とします。なお、国から配分された4,800トンのう

ち、全さんまの組合員がオホーツク海海域で操業するための採捕枠として、
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1,600トンが配分されており、これは全て「さんま漁業」に配分することと

します。なお、さんま漁業への配分については、直近３カ年の平均採捕数量

の比率により4,600トンを配分することとしております。資料が戻りますが、

資料４ペ－ジ、別紙３、「国の留保からの追加配分等に伴う漁獲可能量の変

更について」をご覧下さい。１．背景ですが、さんまについては国の留保枠

が設けられてきたものの、令和４管理年度までは国の留保から都道府県など

への配分方法は定められてきませんでしたが、令和５管理年度からは配分で

きるように国の基本方針が改正され、今般、先ほどご説明したように道方針

を改正し、追加配分の基準を定めることとしています。また、漁獲可能量の

変更につきましては、漁業法の規定に基づき、関係海区漁業調整委員会の意

見を聴くこととされておりますが、これまで、他魚種で漁獲可能量の配分の

変更にあたっては、操業に影響が出ないよう配分の迅速性を確保するために、

予め行政庁の恣意性のない機械的な追加配分の方法を定め、事前に関係海区

漁業調整委員会の意見を聴いた上で同意を得ておくことで、事後報告で対応

できるとされてきたところです。２．今後の取扱いをご覧ください。さんま

の国の留保からの追加配分及び融通については、議案第３号資料の道資源管

理方針別紙１－１の第３に基づき、全量を北海道さんま漁業から加除するこ

ととしており、知事の裁量の余地のない機械的な変更であることから、迅速

配分のため関係海区漁業調整委員会には事後報告で対応させていただきたい

と考えております。最後に、資料１０ページ、資料２－６として「令和４年

と令和５年の配分量の比較について」を添付しておりますので参考としてく

ださい。以上で議案第３号及び第４号の説明を終わらせていただきます。

ご審議の程、よろしくお願い申し上げます。

議 長： ただいま説明の、議案第３号および第４号について、ご意見、ご質問はあ

りませんか。

委 員： （ありませんの声）

議 長： ご意見がなければ、議案第３号の「北海道資源管理方針の一部改正につい

て」及び第４号の「特定水産資源に関する令和５管理年度における漁獲可能

量の当初配分案等について」は、異議がないものと認め、その旨、知事に答

申することとして宜しいですか。

委 員： （異議なしの声）

議 長： それでは、そのように答申することを決定します。次に議案第５号を上程

します。議案第５号「定置漁業権漁場計画に係る公聴会開催日程について」

を事務局から説明願います。
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三上局長： 議案第５号について説明いたします。定置漁業権の漁場計画につきまして

は、４月に開催の当委員会において、振興局最終案をご審議頂き、道に提出

したところであります。今後、７月下旬頃と聞いておりますが、道から漁場

計画の計画案について、当委員会へ諮問される予定でございます。道から計

画案の諮問がありましたら、委員会が関係地区において公聴会を開催し、そ

の後委員会を開催して知事へ答申するという手順となります。答申にあたっ

ての公聴会の開催は、漁業法により定められているものです。議案第５号資

料の４ペ－ジに漁業法の抜粋として、関係条文を添付しておりますので、必

要に応じてお目通し願います。次に公聴会等の開催日程についてですが、７

月末頃から８月１０日までの間での開催とさせていただき、日付は、後日会

長と相談して決定したいと考えてございます。と申しますのも、諮問が２ヶ

月近く先となることから、日程の前後する場合があり得ること、また、この

時期にもう１件当委員会でご審議いただく予定の案件がございまして、そち

らの当委員会へ諮問される時期との兼ね合いもありますことから、本日の委

員会では、公聴会開催についてご決議いただき、日程の詳細につきましては、

今後、見通しがついた段階で事務局から、あらためて皆様にご都合を確認さ

せていただき、その後、会長と相談の上で開催日を決めさせて頂きたいと考

えております。このため、本日は、想定されるおおまかな日程で説明させて

いただきますのでご承知願います。それでは、議案第５号資料の１ペ－ジを

ご覧ください。開催日程は、７月の末頃から８月のお盆前１０日までの期間

中で、５月の共同・区画漁業権の公聴会と同様に２日間での開催を考えてお

ります。他の行事の関係で、初日と２日目が連続しないで、間が数日空くこ

とも考えられます。初日は、１１時から、遠別漁協において、今会長を議長

に、千葉委員、前山委員にご出席いただき開催の予定です。同日の引き続き

１４時３０分から、新星マリン漁協本所において、山田副会長を議長に、蝦

名委員、相内委員のご協力をいただき、開催予定としております。更に同日

１５時４５分から、増毛漁協において、石田副会長を議長に、石垣委員、祐

川委員のご協力いただき開催予定としております。２日目は、１３時３０分

から羽幌町のここサンセットプラザにおいて、今会長を議長に、加藤委員、

今村委員のご協力いただき開催予定としております。なお、２日目日は引き

続き、１４時１５分からの予定としていますが、北るもい漁協分の公聴会終

了後に、同じ会場で定置漁業権漁場計画案の答申の委員会を開催したいと考

えております。なお、今後の所用等による出席予定委員等の変更調整は、会

長一任として頂きますようお願いいたします。次に「公聴会の手続規定」を

説明します。１枚おめくりいただき、資料２ページをご覧ください。第１条

で、公聴会は留萌海区のこの規程に従い開催することとしています。第２条

と第４条で、委員会で開催決定し、５日前までに日時･場所･案件を公示する

こととしています。第３条では、公聴会は討論･表決しないことや、第7条か

ら11条では、発言の機会や質疑応答などが定められており、公聴会は公述者

の意見を聞く場であって議論はいたしませんので、よろしくお願いします。
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以上で、議案第５号の説明を終わります。ご審議のほどよろしくお願いしま

す。

議 長： ただいま説明の、議案第５号について、ご意見、ご質問はありませんか。

祐川委員： さきほど、公聴会を７月末から８月１０日までの間で開催との説明でありま

したが、８月に入ると定置の準備作業で大変忙しくなり、まったく出席できな

くなります。定置関係者が出席できないということにはならないと思いますの

で、事情を考慮頂きまして、７月の開催をご検討いただけないでしょうか。作

業員が大勢いる定置は大丈夫かもしれませんが、自分の所は３名で作業してお

り、会議のために休むということができないのです。

三上局長： 公聴会の後に開催する次の海区委員会では、複数の諮問案件を予定してお

ります。７月中の開催が可能か、委員会への諮問時期等について、関係先と

の調整を進めて参ります。

議 長： 他にご意見、ご質問はありませんか。

委 員： （ありませんの声）

議 長： ご意見がなければ、議案第５号の「定置漁業権漁場計画に係る公聴会開催

日程について」は、異議がないものと認め、案のとおりとしたいと思います

が、宜しいですか。

委 員： （異議なしの声）

議 長： それでは、そのように決定し、日程の詳細や微調整などは会長一任といたし

ます。次に報告事項として事務局から1件報告がありますので説明願います。

三上局長： それでは、報告事項について、ご説明致します。内容と致しましては、北

海道における くろまぐろ の令和４及び令和５管理年度における知事管理

漁獲可能量、ＴＡＣの変更であります。資料は、お手元の右肩に「報告事項

資料」とあります資料をご用意願います。２ページをご覧ください。まず令

和４管理年度の変更でございます。これは、他県との融通などにより、令和

５年３月３１日付けで数量が変更となったものであります。このことにより、

北海道の消化率が上がり、令和５年管理年度の当初配分において譲渡メリッ

ト、消化率メリットのル－ルがありまして、より多く配分がもらえることと

なっております。具体的数量としては、資料に記載のとおり小型魚が改正前

７８．４ﾄﾝから改正後５０．３ﾄﾝへの減少、大型魚が改正前３４４．５ﾄﾝか

ら改正後３３３．１ﾄﾝへの減少となっております。続きまして令和５管理年
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度の変更でありますが、資料は４ペ－ジをご覧ください。こちらは、令和４

管理年度が終了し、繰越しや譲渡メリット、消化率メリットなどの追加配分

が行われ、令和５年４月２８日付けで数量が増加したものであります。具体

的数量としては、資料に記載のとおり小型魚が改正前１７．６ﾄﾝから改正後

５０．０ﾄﾝへの増加、大型魚が 改正前３１９．６ﾄﾝから改正後３６５．３ﾄ

ﾝへの増加とそれぞれ当初配分から増加となっております。参考として、５ペ

ージに追加配分数量の内訳を記載した資料を添付しておりますので、後ほど

お目通しください。なお、くろまぐろＴＡＣの漁獲可能量の変更については、

操業への影響が及ばないように手続きを迅速に行う必要があることから、あ

らかじめ配分手法を定めており、海区委員会への報告については、事後報告

できるとされているところでございます。以上で報告事項の説明を終わりま

す。

議 長： ただいま、報告事項の説明がありましたが、これについて、質問等はあり

ませんか。

委 員： （ありませんの声）

議 長： その他として、委員の皆様から何かございますでしょうか。

高松委員： ここ数年のイルカの冬期間から夏場にかけて、海域への来遊について、資

源状態というか回遊状態について、今までは１０ｍ以浅の浅い海域にはイル

カは見えなかった。最近は目立って大群で押し寄せる。道ではイルカの資源

状態はどのように把握しているのか。水試あたりもイルカはあまりピンとき

ていない。イルカは捕食者として上位にいるので、水産資源への影響は大き

いと思います。北海道の状況を調べて国へ対応をお願いするなど、対策を練

って頂きたい、可能であれば回答頂きたい。

三上局長： イルカの研究ですが、私の知る限り道の研究機関では、研究を行っており

ません。国の研究機関においては、先ほどの議案のとおり、採捕も行ってい

ることから、水産資源として何らかの研究をしているもしれません。

高松委員： 水産資源としてではなく、イルカの捕食による水産資源への影響について

です。

三上局長： トド等海獣類の捕食による水産資源への影響も、科学的な算出は難しいと

言われています。ざっくりとした計算はできると思いますが。情報の有無を

確認して、後日お知らせします。

議 長： 他に、委員の皆様から何かございますでしょうか。
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委 員： （ありませんの声）

議 長： 特に無いようですので、それでは、これを持ちまして、本日の委員会を終

わります。お疲れ様でした。

三上局長： 今会長どうもありがとうございました。以上で本日の委員会を終了いたし

ます。

《閉 会》

１５時００分


